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議案第７４号 

 

日出町介護保険条例の一部改正について 

 

日出町介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令和 ２ 年１２月 ４ 日 提 出 

 

                 日出町長  本  田  博  文 

 

 

 

日出町介護保険条例の一部を改正する条例 

 

日出町介護保険条例（平成１２年日出町条例第３号）の一部を次のように改

正する。 

第３条第２項後段中「町長」を「、町長」に改め、「第１号被保険者」の次に

「又は連帯納付義務者（介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」と

いう。）第１３２条第２項及び第３項の規定により保険料を連帯して納付する

義務を負う者をいう。以下同じ。）」を加え、同条の次に次の１条を加える。 

（保険料の納期前の納付） 

第３条の２ 第１号被保険者又は連帯納付義務者は、納入通知書に記載された

普通徴収に係る保険料の納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する

金額の保険料を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係

る納付額に相当する金額の保険料をあわせて納付することができる。 

第７条中「第１号被保険者」の次に「又は連帯納付義務者」を加える。 

第９条第１項中「介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）」

を「法」に改める。 
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附則第８条第１項中「令和３年１月３１日まで」を「令和３年２月１日まで」

に、「令和３年１月３１日以前」を「同日以前」に改める。 

 

附  則 

 この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

 

理  由 

 介護保険料の納期前納付について定め、介護保険料の額等の通知先に連帯納

付義務者を加え、徴収猶予の特例の対象となる徴収金の期日を改めたいので提

出する。 

 


